
（財）全日本スキー連盟公認

ドコモカップ第１５回つなんクロスカントリースキー大会

１．主 催 （財）新潟県スキー連盟・津南町

２．主 管 津南スキークラブ

３．公 認（財）全日本スキー連盟

４．後 援 （財）新潟県スキー連盟中越協議会・マウンテンパーク津南・津南町教育委員会

津南町公民館・津南町体育協会・新潟日報社・津南新聞社・津南町旅館組合

５．協 賛 大塚製薬㈱・ＮＴＴドコモ新潟支店

６．期 日 平成２５年３月２７日（水）～２８日（木）

７．日 程 ３月２７日（水） コースオープン １０：００～１５：００

               受付     １１：００～１５：００ クロカンハウス(大会本部)
       ３月２８日（木） 受付           ～ ８：００    〃

                チームリーダーミーティング ８：００～レストハウス

                競技開始           ９：００～

８．会  場 マウンテンパーク津南クロスカントリースキーコース（ＳＡＪ公認Ａランクコース）

       （新潟県中魚沼郡津南町上野）

９．競技種目及び組別（№は組別のスタート順）

№ 組 別 距 離 № 組 別 距 離

１
成年男子 １０km

２
成年女子 ５km

少年男子 １０km 少年女子 ５km
３ 中学生男子 ５km ４ 中学生女子 ３km
５ 小学６年生男子 ３km ７ 小学６年生女子 ３km
６ 小学５年生男子 ３km ８ 小学５年生女子 ３km
９ 小学４年生以下男子 ２km １０ 小学４年生以下女子 ２km

※成年組・少年組の年齢算定基準      成年男女；平成２５年４月１日現在１９歳以上

                     少年男女；平成２５年４月１日現在１６～１８歳

10．競技方法 （１）本大会における走法は成年・少年・中学生・小学生ともにフリー走法とします。

       （２）スタート方法は、１５秒間隔のシングルスタートとします。

       （３）10km競技は 5㎞×2周、5㎞競技は5km×1周、3㎞競技は 3km×1周、2km競技は

2km×1周とします。

11．競技規則 （１）(財)全日本スキー連盟競技規則最新版に準ずるとともに本要項並びに申し合わせ事項によ

り行います。

       （２）全日本公認レースは成年組・少年組が対象となります。

12．参加資格 （１）ＳＡＪ競技者管理登録を完了している者。（小学生・中学生は除く）

       （２）所属長又は保護者の承諾を得た者。

       （３）ＳＡＪスキー安全会及びスポーツ傷害保険又はこれに準ずる傷害保険に加入している者。

13．申込方法 （１）申 込 先 〒９４９－８２０１ 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡丁１６３３－１

               津南町総合センター内 第１４回つなんクロスカントリースキー大会事務局

               ℡ ０２５－７６５－５７７６

               e-mail：sogocenter@town.tsunan.niigata.jp
       （２）申込用紙 ①必ず所定の別紙記録用紙に記入方法を守った上で使用して下さい。尚、ＦＡ

Ｘでの申し込みは受付いたしません。

               ②申込用紙は団体での申し込みの場合、紙媒体の他に上記アドレスへ電子デー

タ（Excel）で提出してください。

               申込用紙及び大会結果は津南町ホームページからダウンロードしてください。

http://www.town.tsunan.niigata.jp/
       （３）宿  泊 宿泊希望者は、各自で申し込むこと。

              （宿泊施設のご案内 津南町観光協会 ℡０２５－７６５－５５８５）

       （４）参 加 料 参加料は現金書留または配達証明のある郵便で申込と同時に納入ください。

尚、いかなる場合も返金しません。

              成年2,000円、少年1,500円、小・中学生1,000円
       （５）申込締切 平成２５年３月６日（水）午後５：００必着

14．抽  選 （１）平成２５年３月７日（木）大会事務局で行います。

       （２）成年組・少年組はＳＡＪポイントによりそれぞれグループ分けをし、同グループを併せて

ドローします。

       （３）中学生・小学生はランキングによりグループ分けをし、グループ毎にドローします。

15．表  彰 各組とも１～６位まで表彰し、賞品を授与します。（表彰は随時行います）

16．そ の 他 競技中のケガ・事故等については応急手当のほかは責任を負いません。


